
健康 。長寿推進 に関す る連携協定書

貝塚市 (以 下「甲」というc)と 日本生命保険相互会社岸和田支社 (以 下 「乙Jと い う。)

は、健康 。長寿推進に向けた取組を協働で進めることについて、次のとおり協定 (以 下 「本

協定Jと いう。)を締結する。

(目 的)

第 1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携 し、及び協力 して、健康 。長寿推進に向けた取

組を協働で進めることにより、がん検診率の向上や熱中症予防啓発をはじめ、健康・長

寿推進に資する住民意識の改善 。伸長を目的とするc

(協働事業)

第 2条  甲及び乙は、住民に対して健康 。長寿推進を勧奨するため、次に掲げる事業を協

働 して実施するものとし、その具体的な方法は、甲乙協議の上、決定するものとする。

(1)がん検診の普及啓発に係るリーフレット等の配布

(2)熱中症予防の啓発に関するリーフレット等の配布

(3)ス ポーツを通 じた交流 (ス ポーツ教室等)

(個 人情報の保護 )

第 3条  甲及び乙は、本協定に基づき知 り得た個人情報を第三者に漏えい又は前条の事業
の利用目的以外の圏的のために利用 してはならない。本協定の有効期間終了後又は解除

後 t)同様とする。

(協定の見直し及び解除)

第 4条 甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、その都度

甲乙協議の上、本協定の内容の変更又は解除を行 うものとするc

(有効期間)

第 5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から平成 29年 3月 31日 までとする。
ただし、有効期間満了の日の 1月 前までに甲又は乙のいずれからも異議の申出がないと

きは、本協定書は当該有効期間満了の日の翌日から起算 して、同一内容にて更に 1年間

更新するものとし、その後も剛様とするc

(疑義等)

第 6条 本協定に定めない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生 じた場合は、

甲乙協議の上、決定するものとするc

本協定の締結を証するため、本協定書 2通を作成 し、甲乙それぞれ署名の上、各 1通 を

保有するものとするc

平成 28年 9月 20日

大阪府貝塚市
甲 貝塚市

市長

大1阪府岸和国市
蒸多ノ色発

岸和田支社乙 日本生命保険本目互会社
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